
 

 

平成２８年２月２２日 

株式会社 中国銀行 

 

ちゅうぎん子育て支援ローン取扱開始の件 

 

当行では、ダイバーシティへの社会的ニーズに対応し、地域ぐるみでの子育て支援を図

るため、平成２８年２月２２日（月）より事業者向けに「ちゅうぎん子育て支援ローン」

の取扱いを開始いたします。 

本制度は、国および当行と包括協定を締結している岡山県が「子育て支援等に積極的に

取組む企業等」として認定・登録したお客さまに対して「金利の優遇」をおこなうことで、

運転資金および設備資金の円滑な調達に寄与する融資制度です。 

当行では、今後ともお客さまからのご相談に対し、きめ細かく親身になって応じるとと

もに、岡山県および他の地方公共団体とも連携および協力をおこない、積極的にダイバー

シティの推進に取組んでまいります。 

 

１．取扱開始日 

平成２８年２月２２日（月） 

 

２．商品内容 

項 目 内   容 

ご利用 

いただける方 

（１）１年以上継続して同一事業を営んでいる方 

（２）従業員さまの子育て支援等に積極的に取組み、次のいずれか 

に該当する方 

①岡山県が登録した「おかやま子育て応援宣言企業」 

②国が認定した「くるみん認定企業」 

お使いみち 事業資金に必要な運転資金および設備資金 

ご融資金額 ３０百万円以内 

ご融資期間 
運転資金：７年以内    （６か月以内の据置期間を含みます） 

設備資金：１０年以内  （６か月以内の据置期間を含みます） 

ご融資利率 当行所定の利率から年０．２％優遇 

ご返済方法 毎月元金均等分割返済 

担 保 無担保、不動産、信用保証協会の保証 

保証人 

原則 経営者のみ 

信用保証協会の保証を利用される場合は、各信用保証協会の定めると

ころによります。 
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